
級及び職制上の段階ごとの職員数（令和４年４月１日現在）

１　行政職給料表

級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 805

技師 151

その他 2

計 958

主事 537

技師 303

学芸員 5

その他 4

計 849

主任 951

その他（役付以外） 3

係長 265

副主査 167

専門員 9

その他（係長級） 15

計 1,410

係長 1,234

専門員 41

講師 38

事務長 31

指導主事 16

主任学芸主事 11

監査員 8

専門技術指導員 7

社会教育主事 5

その他 12

計 1,403

主査 597

学校主査 54

課長補佐 43

指導主事 22

検査監 17

農林事務所の課長 16

主査兼事務長 12

室長補佐 11

主税主査 8

管理主事 6

農業改良普及センターの課長 6

その他 51

計 843

11.8

1,410 19.8
１　係長の職務
２　主任の職務

1,859

1,403 19.7

係
長
級

26.1

職制上の段階内訳合計

１級
　定型的な業務を行う主事又は技師
の職務

役
付
以
外

2,761 38.8

958 13.5

849 11.9
　高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う主事又は技師の職務

２級

３級

４級 　困難な業務を処理する係長の職務

　課長補佐の職務５級 843

知事部局・教育委員会・警察本部
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課長補佐 202

指導主事 142

課長補佐（総括） 89

主査 80

主査兼事務長 51

農林事務所の課長 45

学校主査 40

土木事務所・工事事務所の課長 36

室長補佐 35

管理主事 31

会計課長 23

事務室長 21

県税事務所の課長 20

課長補佐（技術総括） 16

文化財保護主事 16

社会教育主事 15

検査監 13

農業改良普及センターの課長 13

土木事務所・工事事務所の次長 11

図書館・美術館・博物館の課長 9

港湾事務所の課長 7

児童相談所の課長 6

県税事務所の次長 5

グループリーダー 5

その他（課長補佐級） 134

副参事 103

技佐 46

本庁の室長 9

農業改良普及センター長 7

農林事務所の部門長 6

その他（課長級） 49

計 1,285

本庁の課長 76

副参事 51

本庁の室長 24

企画監 11

チームリーダー 9

本庁の課長（教育庁） 9

本庁の室長（教育庁） 6

農林事務所の部門長 5

農林事務所の次長 5

土木事務所・工事事務所長 5

土木事務所・工事事務所の次長 5

教育事務所長 5

その他 89

計 300

7.3

1,908 26.8

課
長
補
佐
級

課
長
級

１　本庁の課長の職務
２　困難な業務を処理する副参事又
　は技佐の職務

７級

1,285 18.0

300 4.2

１　副参事又は技佐の職務
２　困難な業務を処理する課長補佐
　の職務

520

６級

2



本庁の次長 12

農林事務所長 5

県民センター長 4

知事公室長 1

出資団体指導監 1

地域支援監 1

調整監 1

人事管理監 1

水政対策監 1

霞ケ浦浄化対策監 1

子ども政策局長 1

東京渉外局長 1

国際ビジネス推進監 1

立地推進監 1

特定プロジェクト推進監 1

技術振興局長 1

農地局長 1

農産物販売推進監 1

農業大学校長 1

都市局長 1

技術管理統括監 1

災害・防災対策監 1

圏央道沿線整備推進監 1

水戸土木事務所長 1

土浦土木事務所長 1

常陸大宮土木事務所長 1

議会事務局の次長 1

学校教育部長 1

教育研修センターの所長 1

参事 1

計 48

本庁の次長 2

水戸県税事務所長 1

県北振興局長 1

医療大学事務局長 1

空港対策監 1

農業技術統括監 1

港湾振興監 1

本庁の部長 11

会計管理者 1

議会事務局長 1

人事委員会事務局長 1

労働委員会事務局長 1

監査委員事務局長 1

総務企画部長 1

計 25

合計 7,121 100.0

　本庁の部の次長の職務 48 0.7

９級
１　本庁の部長の職務
２　本庁の部の困難な業務を処理す
　る次長の職務

25 0.4

８級

次
長
級

部
長
級

56 0.8

17 0.3

3



備考

１　「本庁」とは、茨城県行政組織条例（昭和38年茨城県条例第45号）第２条に規定する部その他人事委員会規則で定める組織

　又は職をいう。

２　一の職が２の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識

　若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。

３　職名及び人数には再任用職員及び一般任期付職員（任期付職員法第３条第２項）分を含む。

４　級別及び職制上の段階別の人数割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が計と一致しない場合が

　がある（他の表において同じ）。
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

巡査 277

計 277

巡査 496

巡査長 243

その他 7

計 746

巡査長 428

巡査部長 209

巡査 25

その他（係長級） 3

計 665

巡査部長 1,180

巡査長 177

係長 340

警察署の課長（課長補佐級） 7

その他 1

計 1,705

係長 928

警察署の課長（係長級） 8

警察署の課長（課長補佐級） 9

その他 1

計 946

専門官 82

警察署の課長（係長級） 2

警察署の課長（課長補佐級） 64

課長補佐 8

その他 4

計 160

課長補佐 112

警察署の課長（課長補佐級） 77

課長代理 13

検視官 5

副隊長 5

中隊長 4

その他（課長補佐級） 8

その他（課長級） 10

計 234

19.4

160 3.3

234 4.8

946

　困難な業務を処理する巡査の職務

１　巡査部長の職務
２　特に困難な業務を処理する巡査
　の職務

１　係長の職務
２　困難な業務を処理する巡査部長
　の職務

　困難な業務を処理する係長の職務

１　課長補佐の職務
２　専門官の職務

１　課長代理の職務
２　管理官等の職務
３　困難な業務を処理する課長補佐
　の職務

３級

４級

５級

６級

７級

15.3

665 13.7

1,705 35.0

3,045 62.5

役
付
以
外

28.3
係
長
級

課
長
補
佐
級

２　公安職給料表

内訳
 

合計 職制上の段階

5.7277１級 　巡査の職務

２級 746

1,378

300 6.2

5



警察署の副署長 25

管理官 24

警察署長 14

本庁の課長 13

理事官 9

総括理事官 6

隊長 5

その他（課長級） 11

計 107

警察署長 10

本庁の課長 4

参事官 11

警察署長 2

人身安全対策統括官 1

組織犯罪対策統括官 1

計 29

合計 4,869 100.0

備考

１　「本庁」とは、茨城県警察本部内部組織に関する条例（昭和51年茨城県条例第33号）第２条に規定する部をいう。

２　一の職が２又は３の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識

 　　若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。

３　職名及び人数には再任用職員分を含む。

29 0.6

107 2.2

９級

１　本庁の課長の職務
２　困難な業務を処理する管理官等
　の職務

１　部長の職務
２　参事官の職務
３　本庁の困難な業務を処理する課
　長の職務

８級

15 0.3
部
長
級

131 2.7
課
長
級
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） 職層 （人） （％） 段階

計 0

計 0

機関士 6 役付以外

航海士 5 役付以外

その他（役付以外） 3 役付以外

その他（係長級） 5 係長級

計 19

専門員 2 係長級

その他 3 係長級

計 5

計 0

船長 1 課長補佐級

計 1

合計 25 100.0

備考

１　「船舶（甲）」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数200トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする

　総トン数300トン以上1,000トン未満の船舶をいう。

２　「船舶（乙）」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数50トン以上200トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする

　総トン数50トン以上300トン未満の船舶をいう。

３　「船舶（丙）」とは、船舶（甲）、船舶（乙）、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶及び近海区域を航行区域

　とする総トン数1,000トン以上の船舶以外の船舶をいう。

４　船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭和58年政令第13号）の規定による甲区域内において従業する漁船は遠洋区域を航行区域

　とする船舶として取り扱い、同令の規定による乙区域内において従業する漁船は近海区域を航行区域とする船舶として取り扱う

　ものとする。

５　一の職が２又は３の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識若しくは

　経験を必要とする業務を行うものとする。

10 40.0

６級
　船舶（甲）の困難な業務を処理す
る船長等の職務

1 4.0

1

４級

１　船舶（甲）の相当困難な
　業務を処理する１等航海士等の
　職務
２　船舶（乙）の相当困難な
　業務を処理する船長等の職務

5

３級

１　船舶（甲）の１等航海士、
　１等機関士又は通信長（以下
　「１等航海士等」という。）
　の職務
２　船舶（乙）又は船舶（丙）
　の船長又は機関長（以下
　「船長等」という。）の職務
３　船舶（甲）、船舶（乙）
　又は船舶（丙）の特に高度の
　知識又は経験を必要とする
　業務を行う航海士等の職務

19 76.0

14

役
付
以
外

内訳

１級

　船舶（甲）、船舶（乙）又は船舶
（丙）の定型的な業務を行う航海
士、機関士又は通信士（以下「航海
士等」という。）の職務

２級

　船舶（甲）、船舶（乙）又は船舶
（丙）の相当高度の知識又は経験を
必要とする業務を行う航海士等の
職務

0.0

係
長
級

4.0

課
長
補
佐
級

３　海事職給料表

５級 　船舶（甲）の船長等の職務 0 0.0

20.0

 
合計 職制上の段階

0 0.0

0

56.0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

助教 29

計 29

講師 12

計 12

准教授 26

計 26

教授 37

計 37

合計 104 100.0

 
合計 職制上の段階

１級 　大学の助教又は助手の職務 29 27.9 27.9

役
付
以
外

内訳

　大学の講師の職務 12 11.5

３級 　大学の准教授の職務 26 25.0

４　教育職給料表（一）

係
長
級

課
長
補
佐
級

課
長
級

29

12 11.5

26 25.0

37 35.6４級 　大学の教授の職務 37 35.6

２級

8



級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

講師 626

実習助手 254

寄宿舎指導員 90

養護助教諭 27

計 997

教諭 5,716

養護教諭 140

実習助手 83

栄養教諭 21

講師 6

寄宿舎指導員 5

その他 46

計 6,017

指導教諭 2

主幹教諭 2

計 4

教頭 165

副校長 14

その他 8

計 187

校長 116

計 116

合計 7,321 100.0

備考

　職名及び人数には再任用職員分を含む。

　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

特２級 0.14

6,021

13.6
講
師
級

内訳

116 1.6
校
長
級

187 2.6
教
頭
級

82.2
教
諭
級

１級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の講師、助教諭、養護助教諭、
実習助手又は寄宿舎指導員の職務

997 13.6 997

５　教育職給料表（二）

４級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の校長の職務

116 1.6

２級

　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭又
は困難な業務を処理する実習助手若し
くは寄宿舎指導員の職務

6,017 82.2

３級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の副校長又は教頭の職務

187 2.6

 
合計 職制上の段階
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

講師 1,442

養護助教諭 72

計 1,514

教諭 11,801

養護教諭 681

栄養教諭 139

講師 10

その他 67

計 12,698

指導教諭 14

主幹教諭 10

計 24

教頭 725

副校長 33

その他 12

計 770

校長 656

その他 12

計 668

合計 15,674 100.0

備考

　職名及び人数には再任用職員分を含む。

特２級
　小学校、中学校又は義務教育学校
の主幹教諭又は指導教諭の職務

24 0.2

12,722

9.7
講
師
級

内訳

668 4.3
校
長
級

770 4.9
教
頭
級

81.2
教
諭
級

１級

　小学校、中学校若しくは義務教育
学校の講師、助教諭若しくは養護助
教諭又は中等教育学校の講師若しく
は助教諭の職務

1,514 9.7 1,514

６　教育職給料表（三）

４級
　小学校、中学校又は義務教育学校
の校長の職務

668 4.3

２級
　小学校、中学校若しくは義務教育
学校の教諭、養護教諭若しくは栄養
教諭又は中等教育学校の教諭の職務

12,698 81.0

３級
　小学校、中学校又は義務教育学校
の副校長又は教頭の職務

770 4.9

 
合計 職制上の段階
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （％） 段階

技師 2

計 2

技師 63

主任 60

研究員 6

計 129

主任研究員 48

農業総合センターの室長 5

その他（係長級） 24

首席研究員 15

鑑定官 6

その他（課長補佐級） 3

計 101

首席研究員 12

研究調整監 7

その他（課長補佐級） 7

その他（課長級） 14

計 40

産業技術イノベーションセンター長 1

畜産センター長 1

計 2

合計 274 100.0

備考

１　一の職が２の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識若しくは

　経験を必要とする業務を行うものとする。

２　職名及び人数には再任用職員分を含む。

50 18.2

課
長
補
佐
級

2 0.7
次
長
級

14 5.1
課
長
級

４級

１　規模の大きい試験研究機関の長
　の職務
２　試験研究機関（規模の大きい試
　験研究機関を除く。）の困難な業
　務を処理する長の職務

40 14.6

５級
　規模の大きい試験研究機関の困難
な業務を処理する長の職務

2 0.7

１　主任の職務
２　相当高度の知識又は経験を必要
　とする業務を行う技師の職務

129 47.1

１級 　定型的な業務を行う技師の職務 2 0.7

７　研究職給料表

131

役
付
以
外

47.8

３級
１　試験研究機関（規模の大きい試
　験研究機関を除く。）の長の職務
２　試験研究機関の部長の職務

101 36.9

職制上の段階

28.1
係
長
級

77

 
合計 内訳

２級
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 9

計 9

技師 11

係長 4

計 15

その他 1

計 1

精神保健福祉センター長 1

その他（課長級） 5

保健所長 8

計 14

合計 39 100.0

備考

　一の職が２の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識若しくは

経験を必要とする業務を行うものとする。

51.3

役
付
以
外

20

15.46
課
長
級

5 12.8
係
長
級

８　医療職給料表（一）

8 20.5
次
長
級

４級

１　規模の大きい保健所の長の職務
２　保健所（規模の大きい保健所を除
   く。）の困難な業務を処理する長の
   職務
３　精神保健福祉センターの困難な業務
　を処理する長の職務

14 35.9

２級

１　保健所の課長の職務
２　精神保健福祉センターの部長の職務
３　相当高度の知識又は経験に基づき
　困難な医療業務を行う医師又は
　歯科医師の職務

15 38.5

 
合計 職制上の段階

１級

１　保健所（規模の大きい保健所を除
 　く。）の長の職務
２　精神保健福祉センターの長の職務
３　保健所の困難な業務を処理する課長
　の職務
４　精神保健福祉センターの困難な業務
　を処理する部長の職務

３級 1 2.6

内訳

　医療業務を行う医師又は歯科医師の職務 9 23.1

12



級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 7

計 7

技師 49

計 49

技師 62

主任 57

計 119

主任 13

係長 17

専門員 5

その他（係長級） 2

計 37

係長 18

専門員 10

その他 5

計 33

家畜保健衛生所の課長 6

その他（係長級） 3

保健所の課長 8

食肉衛生検査所の課長 6

保健所の次長 5

防疫主査 5

その他（課長補佐級） 11

計 44

家畜保健衛生所長 4

その他 5

計 9

合計 298 100.0

備考

１　「出先機関」とは、茨城県行政組織条例第３章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

２　一の職が２又は３の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識

　若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。

３　職名及び人数には再任用職員分を含む。

１　主任の職務
２　特に高度の技術又は経験を必要
　とする業務を行う技師の職務

119 39.9

４級
１　係長又は副科長の職務
２　困難な業務を処理する主任の職務

37 12.4

 
合計 職制上の段階内訳

２級
　高度の技術又は経験を必要とする業
務を行う技師の職務

49 16.4

188 63.1

役
付
以
外

１級 　定型的な業務を行う技師の業務 7 2.3

３級

９　医療職給料表（二）

66 22.1
係
長
級

７級

１　出先機関の長の職務
２　規模の大きい出先機関の困難な
　業務を処理する次長の職務
３　規模の大きい出先機関の
　特に困難な業務を処理する課長
　又は科長の職務

9 3.0

５級
１　出先機関の課長又は科長の職務
２　困難な業務を処理する係長又は
　副科長の職務

33 11.1

６級

１　規模の大きい出先機関の次長の
　職務
２　規模の大きい出先機関の困難な
　業務を処理する課長又は科長の職務
３　出先機関の困難な業務を処理する
　課長又は科長（２に掲げる課長又は
　科長を除く。）の職務

44 14.8

35 11.7

課
長
補
佐
級

9 3.0
課
長
級
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0

保健師 33

看護師 14

計 47

看護師 50

保健師 17

主任 14

計 81

主任 33

副看護師長 3

その他（係長級） 6

計 42

係長 5

中央看護専門学校の講師 5

その他（係長級） 7

保健指導主査 8

主査 5

その他（課長補佐級） 2

計 32

保健所の課長 13

その他（課長補佐級） 13

地域保健調整監 1

計 27

地域保健調整監 1

計 1

合計 230 100.0

備考

　一の職が２の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識若しくは

経験を必要とする業務を行うものとする。

課
長
級

0.92

1 0.4

６級

１　総看護師長の職務
２　教頭の職務
３　困難な業務を処理する副看護
　部長、看護師長又は教務主任の職務
４　保健所の困難な業務を処理する
  課長の職務

27 11.7

７級
　困難な業務を処理する総看護師長の
職務

３級
１　主任の職務
２　特に高度の技術又は経験を必要と
　する看護師の職務

81 35.2

４級

１　保健師、助産師又は看護師の職務
２　高度の技術又は経験を必要とする
　准看護師の職務

47 20.4

１級 　准看護師の職務 0 0.0

10　医療職給料表（三）

26 11.3
係
長
級

１　係長の職務
２　副看護師長の職務
３　困難な業務を処理する主任の職務

42 18.3

５級

１　副看護部長、看護師長又は
　教務主任の職務
２　保健所の課長の職務
３　困難な業務を処理する係長の職務
４　困難な業務を処理する副看護師長
　の職務

32 13.9

内訳
 

合計 職制上の段階

２級

161 70.0

役
付
以
外

41 17.8

課
長
補
佐
級
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 12

計 12

技師 9

主任 5

計 14

専門員 4

その他 3

計 7

専門員 7

その他（係長級） 2

主査 3

その他（課長補佐級） 1

計 13

主査 1

計 1

合計 47 100.0

備考

１　「出先機関」とは、茨城県行政組織条例第３章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

２　一の職が２の級に掲げられている職で、上位の級にあたる職員の職務については、より困難な業務又は高度の知識若しくは

　経験を必要とする業務を行うものとする。

３　職名及び人数には再任用職員分を含む。

５級
　出先機関の特に困難な業務を処理
する課長の職務

1 2.1

４級

１　出先機関の困難な業務を処理
　する課長の職務
２　困難な業務を処理する係長又は
　専門員の職務

13 27.7

14 29.8

３級

16

26 55.3

役
付
以
外

11 福祉職給料表

１　係長又は専門員の職務
２　困難な業務を処理する主任の
　職務

14.9

職制上の段階

１級
　定型的な業務を行う主事又は技師
の職務

12 25.5

内訳
 

合計

7

２級

１　主任の職務
２　相当高度の知識又は経験を必要
　とする業務を行う主事又は技師の
　職務

5 10.6

課
長
補
佐
級

34.0
係
長
級
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技術員 45

計 45

技術員 2

計 2

副技師 55

計 55

技師 22

その他 1

計 23

技師 89

計 89

合計 214 100.0

備考

　職名及び人数には再任用職員及び任期付常勤職員（任期付職員法第４条）分を含む。

内訳

55

21.0

214 100.0

役
付
以
外

３級 　副技師の職務

５級 　困難な業務を処理する技師の職務 89 41.6

12　現業職給料表（一）

 
合計

25.7

４級 　技師の職務 23 10.7

２級 2 0.9
　高度の技能又は経験を必要とする
業務を行う技術員の職務

職制上の段階

１級 　技術員の職務 45
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級別基準職務表に規定する 内訳

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技術員 4

計 4

技術員 10

計 10

技術員 3

計 3

技師 4

計 4

合計 21 100.0

備考

　職名及び人数には再任用職員分を含む。

役
付
以
外

４級 　技師の職務 4 19.0

２級
　高度の技能又は経験を必要とする
業務を行う技術員の職務

13　現業職給料表（二）

10 47.6

３級
　特に高度の技能又は経験を必要と
する業務を行う技術員の職務

3 14.3

 
合計 職制上の段階

１級 　技術員の職務 4 19.0

21 100.0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0

計 0

防災・危機管理専門監 1

企業参入推進監 1

計 2

0

計 0

副校長 3

校長 2

情報化統括監 1

中性子利用推進監 1

計 7

計 0

計 0

合計 9 100.0

備考

　特定任期付職員とは、任期付職員法第３条第１項に規定する職員を指す。

0.0 0

部
長
級

５号給

0.0２号給
　高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して従事す
る困難な業務

0

0.0

77.8

0.0 0

0.0

７号給

　極めて高度の専門的な知識経験又
は優れた識見を有する者がその知識
経験等を活用して従事する特に困難
な業務で特に重要なもの

0

 
合計 内訳 職制上の段階

0.0 0 0.0
　高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して従事す
る業務

0

14　特定任期付職員給料表

４号給
　特に高度の専門的な知識経験を有
する者がその知識経験を活用して従
事する特に困難な業務

0 0.0 0

課
長
級

係
長
級

0.0

３号給
　高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して従事す
る特に困難な業務

2 22.22 22.2

１号給

　特に高度の専門的な知識経験を有
する者がその知識経験を活用して従
事する特に困難な業務で重要なもの

7 77.8 7

６号給

　極めて高度の専門的な知識経験又
は優れた識見を有する者がその知識
経験等を活用して従事する特に困難
な業務で重要なもの

0 0.0 0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主任研究員 1

計 1

計 0

計 0

計 0

計 0

計 0

合計 1 100.0

備考

　第１号任期付研究員とは、任期付研究員法第３条第１項第１号に規定する職員を指す。

15　第１号任期付研究員給料表

 
合計 内訳 職制上の段階

100.0

２号給

　高度の専門的な知識経験を有し、
研究業績等により当該研究分野にお
いて特に優れた研究者と認められて
いる者がその経験知識等に基づき特
に困難な研究を独立して行う研究員
の職務

0 0.0 0 0.0

１号給

　高度の専門的な知識経験を有し、
研究業績等により当該研究分野にお
いて特に優れた研究者と認められて
いる者がその経験知識等に基づき困
難な研究を独立して行う研究員の職
務

1 100.0 1

0.0 0 0.0

５号給

　極めて高度の専門的な知識経験を
有し、研究業績等により当該研究分
野において特に優れた研究者と認め
られている者がその知識経験等に基
づき特に困難な研究で重要なものを
独立して行う研究員の職務又はその
知識経験等に基づき重要な研究につ
いて広範囲にわたり統括、調整等を
行う職務

0 0.0 0 0.0

６号給

　極めて高度の専門的な知識経験を
有し、研究業績等により当該研究分
野において極めて優れた研究者と認
められている者がその知識経験等に
基づき特に困難な研究で特に重要な
ものを独立して行う研究員の職務又
はその知識経験等に基づき特に重要
な研究について広範囲にわたり統
括、調整等を行う職務

係
長
級

課
長
級

部
長
級

３号給

　特に高度の専門的な知識経験を有
し、研究業績等により当該研究分野
において特に優れた研究者と認めら
れている者がその知識経験等に基づ
き特に困難な研究を独立して行う研
究員の職務又はその知識経験等に基
づき研究について相当の範囲にわた
り調整、指導等を行う職務

0 0.0 0 0.0

４号給

　特に高度の専門的な知識経験を有
し、研究業績等により当該研究分野
において特に優れた研究者と認めら
れている者がその知識経験等に基づ
き特に困難な研究で重要なものを独
立して行う研究員の職務又はその知
識経験等に基づき重要な研究につい
て相当の範囲にわたり調整、指導等
を行う職務

0 0.0 0 0.0

0

19



級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 3

計 3

計 0

計 0

合計 3 100.0

備考

　第２号任期付研究員とは、任期付研究員法第３条第１項第２号に規定する職員を指す。

３号給

　博士課程終了後、相当の期間にわ
たり研究に従事したことのある者の
有する程度の専門的な知識経験を有
する者が当該知識経験に基づき困難
な研究を独立して行う研究員の職務

0

16　第２号任期付研究員給料表

 
合計 内訳 職制上の段階

0.0 0 0.0

役
付
以
外

２号給

　博士課程終了後、特別研究員制度（特
別の法律により設立された法人等によっ
て運営され、主として博士課程を修了し
た優れた研究者に国立試験研究機関等に
おいて研究する機会を提供することを内
容とする制度をいう。）等により数年に
わたり研究に従事したことのある者の有
する程度の専門的な知識経験を有する者
が当該知識経験に基づき研究を独立して
行う研究員の職務

0 0.0 0

100.0１号給

　博士課程修了直後の者の有する程
度の専門的な知識経験を有する者が
当該知識経験に基づき研究を独立し
て行う研究員の職務

3 100.0 3

0.0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 6

計 6

計 0

計 0

計 0

計 0

計 0

計 0

計 0

計 0

合計 6 100.0

備考

　任期付短時間職員とは、任期付職員法第５条に規定する職員を指す。

課
長
補
佐
級

課
長
級

２級
　高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う主事又は技師の職務

0 0.0

0 0.0
係
長
級

３級
１　係長の職務
２　主任の職務

0 0.0

４級 　困難な業務を処理する係長の職務 0

17　任期付短時間職員行政職給料表

内訳 職制上の段階

役
付
以
外

6 100.0

１級
　定型的な業務を行う主事又は技師
の職務

6 100.0

 
合計

0.0

７級
１　本庁の課長の職務
２　困難な業務を処理する副参事
　又は技佐の職務

0 0.0 0

0.0

６級
１　副参事又は技佐の職務
２　課長補佐の職務副参事又は技佐
　の職務

0 0.0

５級 　課長補佐の職務 0 0.0

0

0.0

部
長
級

９級
１　本庁の部長の職務
２　本庁の部の困難な業務を処理
　する次長の職務

0 0.0

８級 　本庁の部の次長の職務 0 0.0

0 0.0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

講師 3

計 3

計 0

計 0

計 0

合計 3 100.0

備考

　任期付短時間職員とは、任期付職員法第５条に規定する職員を指す。

18　任期付短時間職員教育職（二）給料表

3 100.0
講
師
級

 
合計 内訳 職制上の段階

１級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の講師、助教諭、養護助教諭、
実習助手又は寄宿舎指導員の職務

3 100.0

0.0
教
諭
級

３級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の副校長又は教頭の職務

0 0.0 0 0.0
教
頭
級

２級

　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭又
は困難な業務を処理する実習助手若し
くは寄宿舎指導員の職務

0 0.0 0

0.0
校
長
級

４級
　高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校の校長の職務

0 0.0 0
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級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

講師 2

計 2

計 0

計 0

計 0

合計 2 100.0

備考

　任期付短時間職員とは、任期付職員法第５条に規定する職員を指す。

19　任期付短時間職員教育職（三）給料表

 
合計 内訳 職制上の段階

2 100.0
講
師
級

２級
　小学校、中学校若しくは義務教育
学校の教諭、養護教諭若しくは栄養
教諭又は中等教育学校の教諭の職務

0 0.0 0 0.0

１級

　小学校、中学校若しくは義務教育
学校の講師、助教諭若しくは養護助
教諭又は中等教育学校の講師若しく
は助教諭の職務

2 100.0

教
諭
級

0.0
教
頭
級

校
長
級

４級
　小学校、中学校又は義務教育学校
の校長の職務

0 0.0 0 0.0

３級
　小学校、中学校又は義務教育学校
の副校長又は教頭の職務

0 0.0 0
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